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平 成 2 3 年 9 月 1 3 日=定 鬘
会見資料･ミ危 機 管 理 室 危 機 管 理 課

川 口 室 長 ( 3 8 8 0 ) 5 9 1 0

足 立 区

= 東日本大震災から 6 カ月 露;~ 安全 ･安心な区民生活の裏現に向けて ~

東日本大震災が発生してから6カ月が経過しました。 区内でも震度 5強の揺れを観

測し、 人的被害 ･建物被害の発生とともに多くの帰宅困難者が発生するなどの混乱が

生じました。 今回の経験を教訓とし、 これからも区民の安全 ･安心を守るための取組

みを進めていきます。

これまでの取組み

【空間線量】 7 9 0 箇所で測定し、 区の指標値を上回ったのが 1 4 箇所

一清掃 .除草、 専門業者による再測定の結果、 1 2 箇所で区の

指標値未満に低減 (残る 2箇所について対応調整中)

【屋外プール】 1 2 2箇所で測定し、 全ての施設において放射性物質不検出

【砂場】 5 9 3 箇所で測定し、 区の指標値を上回ったのが 3 5 箇所

→ 2 1箇所で砂入替工事完了 (残る 1 4 箇所は順次工事着手)

I 足立区では、｢毎時 0 .2 5 マイクロシーベルト｣を指標値として各施設を測定 ｣

室内照明 1 / 2 消灯、 空温 2 8 oC の徹底、 パソコ ン節電マニュアル活用 等

の取り組みを徹底

区役所本庁舎の平均節電率 (前年 7月~ 9月の最大受電電力比)

･ 7,月 … 2 9 . 7 % 減 8 月… 2 9 . 8 % 減

総合スポーツセンターなど 1 9 5 施設 (前年 7月 ~ 9月の最大受電電力比)

･ 7 月 … 2 9 . 4 % 減 8 月… 3 1 . 0 % 減

‐ ::

発災後 6時間の行動手順を震災初動マニュアルとして素案策定

･災害対策本部マニュアル ･避難所マニュアル

･帰宅困難者対策マニュアル ･部別初動マニュアル

主な特徽 l
鉈鼎拷の文字華を並バ方拶の御ば く 鰯薙罐 鬱猫嫁を堀獨 拗 寮
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2 これからの取組み

　 　
　 　

　　
　

◆日時 平成 2 3 年 T 1月 T 3 日 (日) 午前 8 時 3 0 分

◆内容 荒川河川敷をメイン会場とした従来の方式から、 住民主体の訓練へ

→第一次避難所 T 8 箇所での発災対応型訓練、 マニュアル検証

◇第一次避難所 (1 8 箇所) ◇

t [従来] 炊き出し、消火 .通報訓練 -

ぼ婆難治“離京灘 総““~←

榊釜

対
策
本
部
サ

[今回] ね獨翔甥新芻貎毀準備→雛劫霧方 を重視

. 撚“ - ⑩
･ 設安全確認、応急措置実施 /人＼-【… 肩 -

消防団

＼こそノ･避難所運営本部開設

･備蓄倉庫開放、 本部員数集計
　　 　 　　

　　･避難者受付、誘導、名簿作成

新たに導入した

デジタル防災無線

による通信訓練

【問合せ先】 危機管理室 災害対策課長 今井 伸幸

電話 (3 8 8 0 ) 5 8 3 5

　　　耐震化推計※
◆木造住宅の耐震化

住宅総数
272,986 戸

　　　
耐震有
206,082 戸◆特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

未耐震
66,904 戸

:※5年毎に実施されている住宅 ･土地統計調査 (総務省統計局) の "

: 前回 (H20) 及び前々回 (H15) のデータをもとに、 5 年間の推移を !
L 勘 案薄 雲 算出

-- - -- - --- - - -- -- -- -- -- -- -- -- - --- - - -- -- -- -- - -
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◆住宅 ･建築物耐震関連の助成金改正案

【住宅】
現行 改正案

木造 ; 非木造 木造 ! 非木造

耐震診断 10 万円 菫 30 万円 現行どおり 奉 現行どおり

改修計画
耐震改修 1/2 以下 i 1/2 以下 ◆ 現そテどおり一般 80 万円 ; 一般 100 万円 現行どおり

特例 100 万円 l 特例 120 万円

現行 改正案

特定建築物 従来特定建築物 特定緊急輸送道路沿道
- (共同住宅を含む) (共同住宅を含む) 建築物

--一 も′ 、
(義一ーき̂ -“

¥ゞ なゞ r‘》- 『 きけで〉‐
謎

(共同住宅を含む) 建築物

現行どおり
　
　

　
　　

王 " どおり

(共同住宅を含む
1/2 以下 500 万円

(共同住宅は戸数×10 万

円で安価な金額)
1/2 以下 300 万円/棟

1/3 以下 3000 万円/棟

解体除却

◆建物の安全対策イメージ図

=老朽危険家屋等対策=(一部 S57 以降の建築物有)
- .- - .- - .- . 老朽危 険家屋等対策 .- - .- .-

会 }瞳璽回訓 建築物

r

1
1
1
1
I1
1L
r
-

l危険度 I
S 5 7 以降の建築物

一 (新耐震基準)

【問合せ先】 建築室 建築調整課長 服部 仁

電話 (3 8 8 0 ) 5 9 4 5
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平 成 2 3 年 9 月 1 3 日=
定例

･
記者会見資料

"、建 築 室 建 築 安 全 担 当 課

吉原課長 ( 3 8 8 0 ) 6 4 9 7

足 立 区

･“飜鱗縄罫碆轟薇鮒 穣i
足立区では、 4 月から老朽家屋等の対策に取り組んでいます。

区内の老朽家屋等の調査結果を踏まえた関連規定を整備して、老朽家屋等の管理の

適正化を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪及び火災を防止し、区民の安全で健康

な生活を確保します。

1 現地調査中間調査結果 “月3せ日現在》

区内全域を対象に外観目視による現地調査を実施しています。

老朽危険家屋等 1 , 7 4 3 件

管理不全家屋 (緊創生なし) も 管理不全家屋 (指導必要) 菫倒壊等の危険あり

1 , 3 6 2 件 i 3 2 4 件 ; 5 7 件

※ 管理不全家屋 (緊急性なし) については、 引き続き経近勧小していく。

管理不全家屋 (指導必要) と倒壊等の危険のある建物等については、建築室職員【こよ

“ 舅簔薹鞭讐髯搬ていくふき~翁確と
調査結果を受け、効果的な指導等や区緊急対応の最低限必要と思われる危険回避

処理の条件整備を行い、公平性や透明性を確保したうえで、関連規定を整備します。

(1 ) 足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例 (案)

(平成 2 3 年 1 1月 1日施行予定)

/
調査 .指導 .勧告ができます

＼

適正な管理が行われていない建物等の実態調査や所有者等調査をします。

＼
また、建物等が危険な状態と認めたときは、所有者等に指導 ･勧告をします。

ノ

/
解体隙轟沈事費を鰤霰します

＼

区の指導 ･勧告に従って建物等の解体を行う所有者等に一定の助成をします。

･木造 解体除去工事費の 1 / 2 く上限 5 0 万円)

＼
.非木造 解体除去工事費の 1 / 2 (上限 1 0 0 万円)

ノ

/ ‐- - ‐ ‐ ･軸
を講じます

＼
Iメ #三. … 霊 - -鮴

所有者等が自ら切迫した危険な状態を解消できないときは、 所有者の同意を

得て、 区が危険な状態を回避するための必要最低限の措置をとります。

老朽危険家屋等 亀 7 4 3 件

管理不全家屋 (緊急性なし)

1 , 3 6 2 件

管理不全家屋 (指導必要)

3 2 4 件

倒壊等の危険あり

5 7 件

適
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｢老朽振璽等審議会｣を設置します

区が指導する建物等に関し、 その対応策等について第三者の意見を求めるた

め、学識経験者や弁護士、建築士を含む ｢老朽家屋等審議会｣ を設置します。

(2 ) その他の関連規定の整備 (平成 2 3 年 T 1月 1 日施行予定)

足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例施行規則 (案)

足立区老朽家屋等解体工事助成要綱 (案)

･. 足立区老朽家屋等審議会設置要綱 (案)

3 今後の進め方 (イメージ図)

老朽家屋等
老朽家屋等対策指導

　　　　　　　　　　　勧告

　　　　　　　　　助成制度
ほか適正管理状態

費用請求

【問合せ先】 建築室 建築安全担当課長 吉原 治幸

電話 (3 8 8 0 ) 6 4 9 7
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足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例 (案 )

(目的 )

第 1 条 こ の 条 例 は、 老 朽 家 屋 等 の 管 理 の 適 正 化 を 図 る こ と に よ り、 倒

壊等の事故、 犯罪及び火災を防止 し、 もって区民の安全で健康な生活

を確保することを目的とする。

(定義)

第 2 条 この条例において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号

に 定 め る と こ ろ に よ る。

( 1 ) 危険な状態 老朽化のために建物その他の土地の工作物 (以

下 ｢建 物 等 ｣ と い う。 ) が 倒 壊 し、 若 しく は 建 築 材 等 を 飛 散 さ

せるおそれがあり、 又は不特定の者が建物等に侵入 して火災を

発 生 させ、 若 しく は犯 罪 を起 こ す お そ れ が あ る こ と をい う。

( 2 ) 所有者等 建物等の所有者又は管理者をいう。

(所有者等の責務)

第 3 条 所有者等は、 建物等が危険な状態にならないよう常に適正に維

持管理しなければならない。

(調査 )

第 4 条 区長は、 前条の適正な維持管理が行われていない建物等がある

と 認 め る とき に は、 当 該 建 物 等 の 実 態調 査 を行 う こ と が でき る。

2 区長は、 必要があると認めるときは、 当該建物等にかかる所有者等

の 把握 に必 要 な調 査 を行 う こ と が でき る。

(指導勧告)

第 5 条 区長は、 建物等が危険な状態にあると認めるときは、 所有者等

に 対 し、 危 険 な 状 態 を 解 消 す る た め の 措 置 を と る べ き こ と を 指 導 し、

又 は期 限 を 定 め て 勧 告 す る こ と が で き る。

(助成)

第 6 条 区長は、 前条の指導又は勧告に従って措置を行う者に対し、 別

に 定 める と こ ろ に より 助 成 を行 う こ と が で き る。
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(緊急安全措置)

第 7 条 区長は、 建物等の危険な状態が切迫 している場合で、 所有者等

より 自 ら 危 険 な 状 態 の 解 消 を す る こ と が で き な い と の 申 出 が あ っ た と

きには、 危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置 (以 下

｢緊 急安 全措 置 ｣ と い う。 ) をと る こ と が でき る。

2 区長は、 前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、 所有者等

の 同 意 を得 て 実施 す る もの と す る。

3 区長は、 第 1 項に規定する緊急安全措置を行うときには事前に次条

に規定する足立区老朽家屋等審議会の意見を聞かなければならない。

(足立区老朽家屋等審議会)

第 8 条 区長は、 個々の老朽家屋等の状況及び対応方針について諮問す

るため、 区長の附属機関と して、 足立区老朽家屋等審議会 (以下 ｢審

議 会 ｣ と い う。 ) を設 置 す る。

(審議会の組織)

第 9 条 審議会は、 前条の諮問事項に関し優れた識見を有する者のうち

から、 区長が委嘱又は任命する委員 1 5 人 以 内 を も っ て 組 織す る。

(会長の選任及び権限)

第 1 0 条 審議会に会長及び副会長を置き、 委員の互選により定める。

2 会 長 は、 審 議 会 を 代 表 し、 会 務 を 総 理す る。

3 副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故があるときにはその職務を代

理す る。

(審議会の運営)

第 1 1 条 審議会は、 会長が招集する。

2 審議会は、 委員の半数以上の出席がなければ、 会議を開くことがで

き な い。

3 審 議 会 の 議 事 は、 出席 した 委 員 の 過 半 数 で 決 し、 可 否 同 数 の と き は、

会 長 の 決す る と こ ろ に よ る。

4 審議会は、 必要があると認めたときは、 学識経験者、 関係行政機関
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の職員その他の関係人に会議への出席を求め、 必要な資料を提出させ、

意 見 を聴 き、 又 は説 明 を 求 め る こ と が でき る。

5 委 員 会 の 運 営 に 関 し必 要 な 事項 は、 別 に 定 め る。

(守秘義務)

第 1 2 条
“ 審議会委員又は委員であった者は、 職務上知り得た情報を他

に漏 ら して は な ら ない。

(関係機関との連携)

第 1 3 条 区長 は、 必 要 が あ る と 認 め る と き は、 第 4 条から第 7 条まで

に規定する調査、 助言、 勧告等の内容を関係機関に提供し、 危険な状

態 の 解 消 につ い て 協力 を要請 す る こ と が で き る。

(委任 )

第 1 4 条 この条例の施行について必要な事項は、 規則で定める。

付 則

(施行期日 )

1 この条例は、 平成 2 3 年 1 1 月 1 日 か ら施 行 す る。

(足立区附属機関の構成員の報酬および-費用弁償に関する条例の一部

改正 ) ‘

2 , 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 (昭和

3 9 年足立区条例第 1 7 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改正 す る。

別 表 区長 の 部 に次 の よ う に加 える。

足立区老朽家屋等審議会 I日額 2 万 1 , 0 0 0 円

8



平 成 2 3 年 9 月 1 3 日=
定例

塵
者会見資料

銭子ども家庭部待機児童対策担当課

高橋副参事 ( 3 8 8 0 ) 6 2 3 7

足 立 区

= 足立区待機児童解消アクションプラン 露lo ‐2 歳児に重点を置いた保育施設等の整備 (2 3‐2 6 年度 )

国の設定する保育整備率に準拠して区の整備率の目標を設定していたこれまでの保

育計画から転換し、 足立区における待機児童や就学前人口の動向など、 区の実態に合

わせた保育需要の見込みを行った上で対応策を実施します。

目標設定の変更
今回の整備方針これまでの保育計画
① 足立区の実態に即し、 4 年後

の保育需要の見込みを推計

② ○ー 2 歳児に特に重点を置く

① 国の設定する保育整備率
に準拠して目標を設定

② 全年齢を対象に整備

過去の保育需要率から将来の保育需要数を推定

保育需要率= (保育所等利用者数十待機児童数) ÷対象年齢人口 x 1 0 0 %

平成 2 1年からの保育需要率の上昇傾向が続くものとして 2 7 年を推計する。

整備目標保育定員数

平成 2 7 年の保育需要率 = 3 5 . 0 % (保育需要数= 5 , 5 5 0 名)

平成2 3 年度から平成2 6 年度の目標保育定員数 = 9 0 0 名

2 待機児童解消に向けた施設整備方針

(乍) 足立区の待機児童の 3つの特徴

｢0 - 2 歳児集中傾向｣ ｢全地域遍在傾向｣ ｢求職中･短時間就労世帯集中傾向｣

(2 ) 足立区の待機児童の状況に適した保育サービスを提供

認証保育所 ･小規模保育室 ･家庭福祉員を中心に整備

0 歳児から2歳児に重点を置き、 足立区の待機児童の状況に適している認証保育

所、 小規模保育室、 家庭福祉員を中心に整備を進めていきます。

認可保育園については、 大規模開発地域など、 特定地域に全年齢にわたり相当多

数の待機児童が見込まれる場合に整備していきます。

9



(3 ) 年度別の整備予定定員数

各年度の保育需要数の見込みに追いつくように整備していきます。

平成 2 3 年度 平成 2 4 年度 平成 2 5 ･ 2 6 年度 計

5 2 4 人 1 5 6 人 2 2 0 人 9 0 0 人

“̂ {戸一･芯霜すぎ富義鬘一礫壽薹蔓皺"職挑鴎声轢醤痙嗣裁て崑魅薄' “{ “ " …
B .囎0 0 汁 ←‐‐ - - -- --]‐- -翻 - - - - - - - - - -宅-- … * T‐r --鰡- -- -- -- -… -『- --◆"…一一一一一--一｢一一一一一一"-…--マ一･

華
一

1 23 年度の定員数と l 黛 ー
べ-- --…- -- --]◆- -- -- -一一- -- - --一触一一- -彎-て･｢一--』" -{“-- -- - J一一『- --◆"-‐- -- - - -一一-"- -- - -- - -…--マー･

　　 　 　 　　　　　 　　 　
　 　　 　　 　 　 　 　 　 　

軽一 の差 524 (315+209) ･ ℃ { g ‘

擬~教範武二嘉【壤 -
-ここ蝉 モ 23年度中に整備 1エー な にニーン…

　　　
　
　　　 　 　　 　 　　 　　　　 　 　 　

　

　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

　 　　 　 　 　 　 　
　　　　

　
　 　 　

　

2 I ゞ齪 ｢ 難 輪
自 費4 r 逐 5 ず 盟6 r 27 r

【問合せ先】 子ども家庭部 待機児童対策担当課長 高橋 徹

電話 (3 8 8 0 ) 6 2 3 7

1 0



平 成 2 3 年 9 月 1 3 日も、
定例記者会見資料

I、危 機 管 理 室 危 機 管 理 課

大 野課 長 ( 3 8 8 0 ) 6 5 4 9

足 立 区

= 蕨 N 再転落‘こ緊急警戒 議I急増する車上狙い ･自動車盗対策を強化します

区内の平成 2 3 年 8 月末の刑法犯認知件数は 6 , 7 9 5 件で、前年同期比 5 2 件増加

し、 再び 2 3 区ワース ト 1 となって います。

犯罪の手口を見ると車上狙いや自動車盗が増加しており、 場所的には都県境近くの

地域、 特に区北部で車上狙いが多発しています。

車上狙い 自動車盗
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　 　　
　

　
　 　 　

14 ^ - '、 図- - - - - -一一一--
　　 　 　 　

　　 　　　　 　　　 　　　　　　 　　　　　　　　

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7 月 8月

- 1月と7月に多く発生 ｣ 巨匠の期間で前年を上回る I

1 緊急対策その 1 ｢駐車場犯罪対策｣

◆ ｢区内駐車場防犯対策連絡会｣ 開催

区内の駐車場管理事業者、 区内4 警察署、 警視庁、 区の合同会合 ｢区内駐車場防

犯対策連絡会｣を開催し、犯罪発生状況の説明や防犯対策事業の案内をしました。

◆センサーライ ト約 6 0 0 個設置

駐車場での犯罪企図者を牽制し、 抑止効果を発揮するセ

ンサーライトを駐車場の所有者または管理者等に無償貸

与します。

◆防犯カメラ設置助成スタート

センサーライトと組み合わせて設置することで、 さらに高い抑止効果が期待され

ます。 加えて、 犯人検挙の手がかりにもなるとして、 警察と協働で進めます。

e 予 算 額 2 0 0 万円 ( 1 0 万円× 2 0 か所)〔
【助成内容】 ･補 助 率 /2 (上限1 o万円) 〕●開始時期 平成 2 3 年 1 0 月

1 1



◆看板プレート約 T 3 0 0 枚設置
翅T認阿部巨ぶち中!罰着さ賦こぎ義

　　　　　　　　　駐車場での犯罪を目論む者への心理的威圧、
利用者に注意喚起するための看板を駐車場の f M対葵 ゞ !〆 8 : れ 5を f 鰓 "

　　 　　 　 　　 　 　

管理者等に配布し、駐車場約フ 5 0 箇所 !こ設 "
〕

^
藁嘉あらしに

置します。 … 気をつ艀て翌

◆ F A X ネットで注意喚起

“““駐車●を■■“‘‐“““■'“駐車場
麹群麓鑑鞏葉鬘 鬘藷錘

での犯罪発生情報を F A X で提供し注意喚起 ▲ 7 5 0 箇所の駐車場こ設置

します。

2 緊急対策その 2 ｢都県境の防犯対策｣

◆防犯カメラ 9 台を都県境に設置

都県境の行政区分を悪用した犯罪が見込まれることから、 四方を川で囲まれてい

る足立区の特性を活かして、 境界河川に架かる橋の近辺 7 箇所に高精度の防犯カ

メラを集中的に設置します。 犯罪企図者に対する抑止力を高め、 実行犯の姿をと

らえて捜査資料として提供します。

◆防犯パトロール大幅強化

･職員による青パト防犯パトロール実施

区職員約 T O O 名が青パト実施者証を取得しました。
1 0 月から T 2 月の平日毎日、 職員 4 人が 2 人 1 組となり、 2 台の青パトで駐車

場、 都県境、 住宅地をパトロールします。

･夜間青色パトロール車を増車

警備会社に委託する 2 1 時 ~ 5 時の夜間防犯パトロールを 4 台から 5 台に増車

し、 1 0 月中旬から 1 2 月まで都県境近辺のパトロールを強化します。
で

･

3 緊急対策その 3 ｢自転車盗 ･ひったくり対策｣

◆鍵を握る高校生をロックオン !がっちりロック大作戦

1 0 月 2 1日、 都立青井高校で生徒の自転車の鍵を盗まれにくいシリンダー錠に

取り替えるがっちりロック大作戦を実施します。

◆ひったくりはイヤ !ぱっちりカバー大作戦

9 月 2 6 日、 足立区役所前でひったくり防止キャンペーンを実施します。

【問合せ先】 危機管理室 危機管理課長 大野 勉

電話 (3 8 8 0 ) 6 5 4 9

1 2
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平 成 2 3 年 9 月 1 3 日瞳
記者会見資料

=産 業 経 済 部 産 業 政 策 課

侭 田 課 長 ( 3 8 8 0 ) 5 1 8 2

足 立 区

= 足立区初の産葉展示会 ｢あだちメッセ 2餅 軸 劃産業展示会の新しいカタチ。 足立区がはじめます。

足立区では、 ものづくり産業をはじめとする様々な業種の企業や団体が一堂に集ま

り、 自社イチ押しの製品やサービス、 新たなアイデアを展示する ｢あだちメッセ 2 0

T 1 ｣ を開催します。
｢あだちメッセ 2 0 1 1 ｣ は産業展示会の新しいカタチをめざし、 足立区が初めて

開催する産業展示会です。

導き^
礫
-
】

嚢壽攣
“ a d a C h i m e s5e

　　 　
　　　　　　　　　　　　

識独悩も邊龍。 範《 ,,て犯せ

1 足立区のめざす産業展示会のカタチ

★足立区の産業構造を活かした多くの産業分野が出展

ものづくり系の企業にとどまらず、福祉、農業、さらには、新たな展開として、

大学研究者、 デザイナー、 I T 系企業、 これから起業する人も参加します。

★新しい製品の演出

･来場者との対話を促進し、 新製品、 サービスの創出へとつながる新しいプレ

ゼンスタイルを提供します。
* 出展者と来場者の対話形式の製品紹介ミニシンポジウム

* ファッションショー的演出による製品紹介

★出展当日だけにとどまらない出展者同士のつながり

･異なる業種の出展者が展示会前に2回の意見交換会を行い出展者相互のつな

がりを目的に、 設定テーマによる意見交換やアイデアの創出を目指します。

･異分野の新たな視点から、 付加価値の高い新製品 ･新サービスを生み出す機

運を高めます。

･展示会終了後は振り返りの意見交換会を行い、来年度の展示会に向けて、 足

立区のイメージを革新させる産業の創出を目指します。

1 4



2 ｢あだちメッセ 2 0 1 1 ｣ の概要

　
　 　　　　　 　　 　　 　　　 　
キツツオノ " 一丁イ ノソ U / l o

足′区の産業を珠 興如
酬T ･… -、 … ^

座乗′事旧害せ ナで 王ね 蜴生 遡勃翹劃民を鸚 込ん 楽 賓

ノ

あだちメッセ ･足意図の産業を知り興味を持ってもらう

産票′事者だ【た･なく、主婦 ･学生な馨遡酬劃民を巻き込き込んだ楽しく真寅に ｢あだち｣ を語り合う会

つながりづくりワークショップ② 9ハ0

鏑隷のビジネスハVのつながり“婦拗 づくり
卿策動心を同じくする毒皀仂填まり言輻義

つながりづくりワークショップ① 8/6

はじめて会する團展肴同出⑮ゆるいつながり 疎ロ
リ合い) づくり 自社でチャレンジしてみたいこ

と (アイデラ)を考えるグルー発議

つながりづくりワークショップ@) 1 1/下旬

あだちメッセ幻= を振り返り、勾12f帥細戸宿吾り合う

次年度刻-向[せりイデアだ{穴きなく、メッセで集まったマリティガデヴを踏まえた自社ク峅イデアを意見交換

【問合せ先】 産業経済部 産業政策課長 侭田 政弘

電話 (3 8 8 0 ) 5 1 8 2

1 5
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